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各都道府県知事 殿 

 

厚生労働省老健局長 

（ 公 印 省 略 ）  

 

 

「介護支援専門員資質向上事業の実施について」の一部改正について 

 

 

今般、「介護支援専門員資質向上事業の実施について」（平成 26 年７月４日老

発 0704 第２号厚生労働省老健局長通知）を別添のとおり改正することとしたの

で、十分御了知の上、関係者、関係団体等に対し、その周知徹底を図るとともに、

その運用に遺漏なきを期されたい。 

 



 

老 発 ０ ７ ０ ４ 第 ２ 号 

平 成 ２ ６ 年 ７ 月 ４ 日 

老 発 ０ ４ １ ７ 第 ２ 号 

令 和 ５ 年 ４ 月 １ ７ 日 

最終改正 老 発 ０ ３ ２ ８ 第 ４ 号 

令 和 ６ 年 ３ 月 ２ ８ 日 

 

 

 各都道府県知事 殿  

 

厚生労働省老健局長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

介護支援専門員資質向上事業の実施について 

 

 介護支援専門員の実務研修等の研修実施については、介護保険法施行規則(平成 11

年厚生省令第 36 号。以下「施行規則」という。)等により行われているところである

が、今般、「介護支援専門員（ケアマネジャー）の資質向上と今後のあり方に関する

検討会における議論の中間的な整理」（平成 25 年１月７日）及び「介護保険制度の見

直しに関する意見」（平成 25 年 12 月 20 日社会保障審議会介護保険部会）において、

介護支援専門員に係る研修制度の見直しについて提言されたことを踏まえ、厚生労働

大臣が定める介護支援専門員等に係る研修の基準（平成 18 年厚生労働省告示第 218 号）

及び介護保険法施行令第 37 条の 15 第２項に規定する厚生労働大臣が定める基準（平

成 18 年厚生労働省告示第 265 号）の一部改正を行い、介護支援専門員及び主任介護支

援専門員の研修課程の見直しを行ったところである。 

 これを踏まえ、今般、介護支援専門員及び主任介護支援専門員に係る各研修の具体

的な実施方法等を見直し、別紙「介護支援専門員資質向上事業実施要綱」のとおり実

施することとしたので通知する。各都道府県においては、本通知の趣旨に鑑み、適切

な事業実施が行われるよう配慮されたい。 

 本通知は、平成 28 年４月１日（介護支援専門員実務研修、介護支援専門員再研修及

び実務未経験者に対する更新研修に係る部分については平成 28 年度の介護支援専門員

実務研修受講試験に係る合格発表の日）から適用することとし、平成 18 年６月 15 日

老発 0615001 号本職通知については、本通知の適用に伴い廃止する。 

 また、この通知の適用の際、現に従前のカリキュラムにより研修を実施している場



合にあっては、なお従前の例によることができるものとする。 



（別紙） 

 

介護支援専門員資質向上事業実施要綱 

 

１ 目的 

要介護者等ができる限り住み慣れた地域で、最期まで尊厳をもって自分らしい自立

した日常生活を送るためには、医療・介護・予防・住まい・生活支援といった多様な

サービスが一体的に提供されるとともに、医療職をはじめとする多職種と連携・協働

しながら要介護者等を支援できるよう、適切にケアマネジメントを行うことが重要で

ある。その中核的な役割を担う介護支援専門員について、その養成段階で行われる介

護支援専門員実務研修や現任者を対象とした研修等を体系的に実施することにより、

介護保険制度の基本理念である利用者本位、自立支援、公正中立等の理念を徹底し、

専門職としての専門性の向上を図ることにより、利用者の自立支援に資する適切なケ

アマネジメントの実現に資することを目的とする。 

また、主任介護支援専門員については、地域包括ケアシステムの構築に向けて、地

域課題の把握から社会資源の開発等の地域づくりや地域の介護支援専門員の人材育

成等の役割を果たすことができる専門職の養成を図ることを目的とする。 

 

２ 実施主体 

実施主体は、都道府県又は都道府県知事の指定した研修実施機関（以下「都道府県 

等」という。）とする。 

 

３ 事業内容 

本事業の事業内容は以下のとおりとする。 

（１）介護支援専門員実務研修（別添１） 

（２）介護支援専門員専門研修（別添２） 

（３）介護支援専門員再研修 （別添３） 

（４）介護支援専門員更新研修（別添４） 

（５）主任介護支援専門員研修（別添５） 

（６）主任介護支援専門員更新研修（別添６） 

 

 



４ 事業実施上の留意点 

（１）各研修の実施に当たっては、施行規則及び施行規則に基づく告示のほか、別添の

研修実施要綱により行うものとする。 

（２）一の研修日程の分割については、各都道府県の実情に即して適宜分割して行うも

のとする。 

特に、現任の介護支援専門員を対象としている研修については、研修開催日程、

研修開催期間、研修定員等の規模等の設定に当たっては、選択的な受講が可能とな

るよう各講義を個別に開講したり、開講日（曜日）、時間等についても工夫をする

等、各都道府県の実情に応じて受講者が受講しやすいよう適宜配慮をすること。 

また、やむを得ない事情により研修の一部を受講できない者に対しては、適切な

方法による代替措置をとることができるものとする。 

なお、受講者が各研修課程の受講中に、転居等のやむを得ない事情により修了で

きなかった場合、他の都道府県の同研修課程における未受講の項目を受講すれば、

当該研修を修了したものとする。ただし、その場合は、受講前の研修を実施してい

た都道府県と転居等後の都道府県の双方において、当該受講者の受講状況の確認や、

既に修了した項目について転居後の都道府県が実施する項目と同等かどうか確認

すること。 

（３）受講者の負担や各都道府県の実情に応じて、各研修における講義の一部又は全部

を通信学習とすることができるものとする。なお、通信学習を実施する場合には、

適切な教材及び適切な方法により、指導及び評価を行うこと。 

（４）各研修事業の実施主体である都道府県等は、介護支援専門員が行う業務を常に念

頭におき、介護支援専門員がその業務を行う上で効果的な研修となるよう、その内

容や実施方法等について留意しなければならない。 

（５）各研修事業の実施主体である都道府県等は、各研修の実施に当たっては、他の研

修の研修内容とも相互に連携を図り、受講者の業務の習熟度に応じて必要な知識を

修得するために体系的な研修内容となるよう配慮しなければならない。 

（６）本事業で行う研修のうち、次のア、イの各々の研修については、研修科目が同一

であることから、研修開催日程、研修場所、研修定員等の規模等の設定に当たって

は、適切な研修が行われるよう配慮することを前提に、同一の日程等で行うことは

差し支えない。 

ア 別添１「介護支援専門員実務研修実施要綱」に基づく介護支援専門員実務研修

（一部科目）、別添３「介護支援専門員再研修実施要綱」に基づく介護支援専門



員再研修及び別添４「介護支援専門員更新研修実施要綱」の３の（２）に基づく

実務未経験者に対する介護支援専門員更新研修 

イ 別添２「介護支援専門員専門研修実施要綱」に基づく介護支援専門員専門研修

及び別添４「介護支援専門員更新研修実施要綱」の３の（３）に基づく実務経験 

者に対する介護支援専門員更新研修 

（７）都道府県知事又は指定研修実施機関の長は、研修修了者に対し、修了証明書を交

付するとともに、研修修了者について、修了証明書番号、修了年月日、氏名、生年

月日等必要事項を記載した名簿を作成し、管理する。 

なお、３の（５）及び（６）の研修修了者に交付する修了証明書（以下「主任介

護支援専門員研修修了証明書」という。）については、主任介護支援専門員研修修

了証明書の有効期間を設けることとし、その期間は５年とする。 

 

５ 研修の費用 

本事業は、地域医療介護総合確保基金を充てて実施する事業のうち、介護従事者の

確保に関する事業として実施することが可能である。 

ただし、本研修に使用する教材等に係る実費相当分、研修会場までの受講者の旅費

及び宿泊費については、受講者が負担するものとする。 

 

６ 研修実施機関の指定に係る留意事項 

（１）研修実施機関の指定に係る要件 

都道府県知事は、介護保険法（平成９年法律第 123 号。以下「法」という。）、介

護保険法施行令（平成 10 年政令第 412 号）及び施行規則で定める要件の他、以下

についても適切に行われるよう指導すること。 

・ 講師、会場等の研修体制及び事務処理体制の確保 

・ 会計帳簿、決算書類等の整備及び適正な経理処理 

・ 研修修了者名簿等の継続的な管理 

なお、研修実施機関の指定を行うに当たっては、研修の円滑な実施の観点から、

保健、医療、福祉の主要な関係団体の意向を十分踏まえた上で調整を行うこと。 

（２）研修実施機関に係る要件 

研修実施機関は、法及び施行規則に定める要件の他、以下についても適切に行う

こと。 

① 研修事業を継続的に毎年一回以上実施すること。 



② 研修受講者に研修内容等を明示するため、少なくとも次に掲げる事項を明ら 

かにした規程を定めること。 

・ 開講目的 

・ 研修事業の名称 

・ 実施場所 

・ 研修期間 

・ 研修科目 

・ 講師氏名 

・ 研修修了の認定方法 

・ 受講資格 

・ 受講手続き 

・ 受講料等 

③ 研修の出席状況等研修受講者に関する状況を確実に把握し保存すること。 

④ 事業運営上知り得た研修受講者に係る秘密の保持については、厳格に行うこ 

と。 

⑤ 演習等において知り得た個人の秘密の保持について、厳格に行うとともに、 

研修受講者が十分に留意するよう指導すること。 

 

 



（別添６） 

 

主任介護支援専門員更新研修実施要綱 

 

１ 目的 

主任介護支援専門員に対して、主任介護支援専門員研修修了証明書の有効期限の更新

時に併せて、研修の受講を課すことにより、継続的な資質向上を図るための定期的な研

修受講の機会を確保し、主任介護支援専門員の役割を果たして行くために必要な能力の

保持・向上を図ることを目的とする。 

 

２ 対象者 

研修対象者は、次の①から⑤までのいずれかに該当するものであって、主任介護支援

専門員研修修了証明書の有効期間がおおむね２年以内に満了する者とする。 

なお、特に質の高い研修を実施する観点から、上記の要件以外に、都道府県において

実情に応じた受講要件を設定することは差し支えないものとする。 

①介護支援専門員に係る研修の企画、講師やファシリテーターの経験がある者 

②地域包括支援センターや職能団体等が開催する法定外の研修等に年４回以上参加し

た者 

③日本ケアマネジメント学会が開催する研究大会等において、演題発表等の経験があ

る者 

④日本ケアマネジメント学会が認定する認定ケアマネジャー 

⑤主任介護支援専門員の業務に十分な知識と経験を有する者であり、都道府県が適当

と認める者 

 

３ 実施方法等 

（１）実施に当たっての基本的な考え方 

主任介護支援専門員としての役割を果たすには、多職種との連携や介護支援専門員

に対する助言・指導や地域での活動等の実務を通じて、主任介護支援専門員として必

要な知識・技術等を高めていくことが必要不可欠であり、地域包括ケアシステムの構

築や地域包括ケアの推進など、主任介護支援専門員に求められる役割がこれまで以上

に大きくなることが見込まれることを踏まえると、実践を通じた能力向上を担保する

必要があることから、継続的な知識・技術等の向上を図るとともに、実践の振り返り

により、更なる資質向上を図る研修内容とする。 

（２）研修内容 

主任介護支援専門員更新研修で行うべき科目については、「介護保険法施行令第３

７条の１５第２項に規定する厚生労働大臣が定める基準」（平成１８年厚生労働省告

示第２６５号）第２号により、規定されているところであるが、その科目、目的、内

容及び時間数については以下のとおりであり、合計４６時間以上とする。 

科  目      目  的          内    容  時間数 

○介護保険制度及び

地域包括ケアシス

テムの動向 

介護保険制度の最新

の動向を踏まえ、地域

包括ケアシステムの構

築や地域共生社会の実

現に向けた現状の取組

・介護保険制度の最新の動向、地域包括ケ

アシステムの構築や地域共生社会の実現

に向けた取組及び課題、地域包括ケアシ

ステムの構築における介護支援専門員及

び主任介護支援専門員の役割について講

講義３時間 

 

 

 

 



と課題を理解し、主任

介護支援専門員として

果たすべき役割を再認

識する。 

義を行う。 

・利用者やその家族を支援する上で関連す

る最新の制度、動向及び社会資源の活用

並びに関係機関等との連携やネットワー

ク構築に関する講義を行う。 

・介護保険制度及び介護支援専門員を取り

巻く状況など現状で課題となっている事

項を踏まえた、介護支援専門員に対する

指導・支援に関する講義を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ケアマネジメント

の実践における倫

理的な課題に対す

る支援 

高齢者の権利を擁護

する上で必要な制度等

の動向を確認し、個別

支援において直面しや

すい倫理面の課題への

対応に係る介護支援専

門員への指導・支援に

ついて理解する。 

・介護支援専門員が備えるべき、利用者本

位、自立支援、公正中立、人権の尊重、

守秘義務、利用者のニーズの代弁等の倫

理に関する講義を行う。 

・高齢者の権利擁護や意思決定支援（認知症、

身寄りのない高齢者、看取りのケース等）に関す

る制度等について講義を行う。 

・個別支援において直面しやすい倫理面の

課題への対応に係る介護支援専門員への

指導・支援の方法についての講義を行う。 

講義２時間 

○リハビリテーショ

ン及び福祉用具の

活用に関する理解 

リハビリテーション

や福祉用具等を活用す

るに当たっての知識や

関連職種との連携方

法、インフォーマルサ

ービスも含めた地域の

社会資源を活用したケ

アマネジメントについ

て理解する。 

実践上の課題や不足

している視点を認識し

分析する手法について

理解する。 

・リハビリテーションや福祉用具等の活用

をするに当たって重要となる医師やリハ

ビリテーション専門職等との連携方法等

ネットワークづくりの実践について、課

題や不足している視点を認識し分析する

手法及び介護支援専門員に対する改善指

導に関する講義を行う。 

・リハビリテーションや福祉用具等の活用

を検討するに当たり、効果的なものとな

るようインフォーマルサービスも含めた

地域の社会資源を活用したケアマネジメ

ントの実践において、社会資源の開発な

ど地域づくりの視点を含め、課題や不足

している視点を認識し分析する手法及び

介護支援専門員に対する改善指導に関す

る講義を行う。 

講義２時間 

○主任介護支援専門

員としての実践の

振り返りと指導及

び支援の実践 

・生活の継続及び家族

等を支える基本的

なケアマネジメン

ト 

「適切なケアマネジ

メント手法」の「基本

ケア」の内容を踏まえ、

主任介護支援専門員と

しての実践の振り返り

を行うことにより、実

践上の課題や不足して

いる視点を認識し分析

・「適切なケアマネジメント手法」の基本

的な考え方及び高齢者が有する疾患に関

係なく想定される支援内容及び多職種と

の情報共有において必要な視点を整理し

た「基本ケア」について理解する。 

・各自が担当している主任介護支援専門員

としての実践事例について振り返り、意

見交換等を通じて、課題や不足している

講義及び演

習３時間 



する手法を深める。 

また、分析結果を踏ま

えた資質向上に必要な

取組と実践における改

善策を講じることがで

きる知識・技術を修得

する。 

視点を認識し分析する。分析に必要な根

拠を明確にすることにより改善策を講

じ、資質向上に向けた介護支援専門員に

対する指導・支援を実践することができ

る知識・技術を修得する。 

・「基本ケア」を踏まえた支援方法を検討

するに当たり、効果的なものとなるよう

インフォーマルサービスも含めた地域の

社会資源を活用したケアマネジメントの

実践において、社会資源の開発など地域

づくりの視点を含め、課題や不足してい

る視点を認識し分析する手法及び介護支

援専門員に対する改善指導に関する講義

を行う。 

・脳血管疾患のある方

のケアマネジメン

ト 

脳血管疾患のある方

のケアマネジメントに

関する事例を用いて主

任介護支援専門員とし

ての実践の振り返りを

行うことにより、実践

上の課題や不足してい

る視点を認識し分析す

る手法を深める。 

また、分析結果を踏ま

えた資質向上に必要な

取組と実践における改

善策を講じることがで

きる知識・技術を修得

する。 

・脳血管疾患に特有な検討の視点や想定さ

れる支援内容を整理した「適切なケアマ

ネジメント手法」の「疾患別ケア（脳血

管疾患がある方のケア）」について理解

する。 

・各自が担当している脳血管疾患のある方

のケアマネジメントに関する事例（居宅

サービス計画等）について主任介護支援

専門員としての実践を振り返り、意見交

換等を通じて、課題や不足している視点

を認識し分析する。分析に必要な根拠を

明確にすることにより改善策を講じ、資

質向上に向けた介護支援専門員に対する

指導・支援を実践することができる知識

・技術を修得する。 

・脳血管疾患のある方の支援方法を検討す

るに当たり、効果的なものとなるようイ

ンフォーマルサービスも含めた地域の社

会資源を活用したケアマネジメントの実

践において、社会資源の開発など地域づ

くりの視点を含め、課題や不足している

視点を認識し分析する手法及び介護支援

専門員に対する改善指導に関する講義を

行う。 

講義及び演

習５時間 

 

・認知症のある方及び

家族等を支えるケ

アマネジメント 

認知症に関する事例

を用いて主任介護支援

専門員としての実践の

振り返りを行うことに

より、実践上の課題や

認知症に特有な検討の視点や想定される

支援内容を整理した「適切なケアマネジ

メント手法」の「疾患別ケア（認知症が

ある方のケア）」の内容を理解する。 

・各自が担当している認知症がある方のケ

講義及び演

習６時間 

 



不足している視点を認

識し分析する手法を深

める。 

また、分析結果を踏

まえた資質向上に必要

な取組と実践における

改善策を講じることが

できる知識・技術を修

得する。 

アマネジメントに関する事例（居宅サー

ビス計画等）について主任介護支援専門

員としての実践を振り返り、意見交換等

を通じて、課題や不足している視点を認

識し分析する。分析に必要な根拠を明確

にすることにより改善策を講じ、資質向

上に向けた介護支援専門員に対する指導

・支援を実践することができる知識・技

術を修得する。 

・認知症の要介護者等及び家族を支援する

に当たり重要となる医療職をはじめとす

る多職種や地域住民との連携方法等ネッ

トワークづくりの実践について、課題や

不足している視点を認識し分析する手法

及び改善指導に関する講義を行う。 

・認知症である要介護者等の支援方法を検

討するに当たり、効果的なものとなるよ

うインフォーマルサービスも含めた地域

の社会資源を活用したケアマネジメント

の実践において、社会資源の開発など地

域づくりの視点を含め、課題や不足して

いる視点を認識し分析する手法及び介護

支援専門員に対する改善指導に関する講

義を行う。 

・大腿骨頸部骨折のあ

る方のケアマネジ

メント 

大腿骨頸部骨折のあ

る方のケアマネジメン

トに関する事例を用い

て主任介護支援専門員

としての実践の振り返

りを行うことにより、

大腿骨頸部骨折により

生活機能の低下がある

方のケアマネジメント

等に関する実践上の課

題や不足している視点

を認識し分析する手法

を深める。 

また、分析結果を踏ま

えた資質向上に必要な

取組と実践における改

善策を講じることがで

きる知識・技術を修得

する。 

大腿骨頸部骨折に特有な検討の視点や想

定される支援内容を整理した「適切なケ

アマネジメント手法」の「疾患別ケア（大

腿骨頸部骨折がある方のケア）」の内容

を理解する。 

・各自が担当している大腿骨頸部骨折のあ

る方のケアマネジメントに関する事例

（居宅サービス計画等）について主任介

護支援専門員としての実践を振り返り、

意見交換等を通じて、課題や不足してい

る視点を認識し分析する。分析に必要な

根拠を明確にすることにより改善策を講

じ、資質向上に向けた介護支援専門員に

対する指導・支援を実践することができ

る知識・技術を修得する。 

・大腿骨頸部骨折のある方の支援方法を検

討するに当たり、効果的なものとなるよ

うインフォーマルサービスも含めた地域

の社会資源を活用したケアマネジメント

の実践において、社会資源の開発など地

講義及び演

習５時間 

 



域づくりの視点を含め、課題や不足して

いる視点を認識し分析する手法及び介護

支援専門員に対する改善指導に関する講

義を行う。 

・心疾患のある方のケ

アマネジメント 

心疾患を有する方の

ケアマネジメントに関

する事例を用いて主任

介護支援専門員として

の実践の振り返りを行

うことにより、実践上

の課題や不足している

視点を認識し分析する

手法を深める。 

また、分析結果を踏ま

えた資質向上に必要な

取組と実践における改

善策を講じることがで

きる知識・技術を修得

する。 

心疾患に特有な検討の視点や想定される

支援内容を整理した「適切なケアマネジ

メント手法」の「疾患別ケア（心疾患が

ある方のケア）」の内容を理解する。 

・各自が担当している心疾患を有する方の

ケアマネジメントに関する事例（居宅サ

ービス計画等）について主任介護支援専

門員としての実践を振り返り、意見交換

等を通じて、課題や不足している視点を

認識し分析する。分析に必要な根拠を明

確にすることにより改善策を講じ、資質

向上に向けた介護支援専門員に対する指

導・支援を実践することができる知識・

技術を修得する。 

・心疾患のある方の支援方法を検討するに

当たり、効果的なものとなるようインフ

ォーマルサービスも含めた地域の社会資

源を活用したケアマネジメントの実践に

おいて、社会資源の開発など地域づくり

の視点を含め、課題や不足している視点

を認識し分析する手法及び介護支援専門

員に対する改善指導に関する講義を行

う。 

講義及び演

習５時間 

 

・誤嚥性肺炎の予防の

ケアマネジメント 

誤嚥性肺炎の予防の

ためのケアマネジメン

トに関する事例を用い

て主任介護支援専門員

としての実践の振り返

りを行うことにより、

実践上の課題や不足し

ている視点を認識し分

析する手法を深める。 

また、分析結果を踏ま

えた資質向上に必要な

取組と実践における改

善策を講じることがで

きる知識・技術を修得

する。 

・誤嚥性肺炎の予防における「適切なケア

マネジメント手法」の「基本ケア」の重

要性を再確認する講義を行う。 

・誤嚥性肺炎の予防における検討の視点や

想定される支援内容を整理した「適切な

ケアマネジメント手法」の「疾患別ケア

（誤嚥性肺炎の予防のためのケア）」の

内容を理解する。 

・各自が担当している誤嚥性肺炎の予防の

ためのケアマネジメントに関する事例

（居宅サービス計画等）について主任介

護支援専門員としての実践を振り返り、

意見交換等を通じて、課題や不足してい

る視点を認識し分析する。分析に必要な

根拠を明確にすることにより改善策を講

じ、資質向上に向けた介護支援専門員に

講義及び演

習５時間 



対する指導・支援を実践することができ

る知識・技術を修得する。 

・誤嚥性肺炎の予防のための支援方法を検

討するに当たり、効果的なものとなるよう

インフォーマルサービスも含めた地域の

社会資源を活用したケアマネジメントの

実践において、社会資源の開発など地域づ

くりの視点を含め、課題や不足している視

点を認識し分析する手法及び介護支援専

門員に対する改善指導に関する講義を行

う。 

・看取り等における看

護サービスの活用

に関する事例 

看護サービスの活用

が必要な事例を用いて

主任介護支援専門員と

しての実践の振り返り

を行うことにより、看

護サービスの活用に係

る実践上の課題や不足

している視点を認識し

分析する手法を深め

る。 

また、分析結果を踏

まえた資質向上に必要

な取組と実践における

改善策を講じることが

できる知識・技術を修

得する。 

 

 

 

・各自が担当している看護サービスの活用

に関する主任介護支援専門員としての実

践事例について振り返り、意見交換等を

通じて、課題や不足している視点を認識

し分析する。分析に必要な根拠を明確に

することにより改善策を講じ、資質向上

に向けた介護支援専門員に対する指導及

び支援を実践することができる知識・技

能を修得する。 

・看取り等を含む看護サービスを活用する

に当たって重要となる医師や看護師等と

の連携方法等ネットワークづくりの実践

について、課題や不足している視点を認

識し分析する手法及び改善指導に関する

講義を行う。 

・看取り等を含む看護サービスの活用を検

討するに当たり、効果的なものとなるよ

うインフォーマルサービスも含めた地域

の社会資源を活用したケアマネジメント

の実践において、社会資源の開発など地

域づくりの視点を含め、課題や不足して

いる視点を認識し分析する手法及び改善

指導に関する講義を行う。 

講義及び演

習４時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・家族への支援の視点

や社会資源の活用

に向けた関係機関

との連携が必要な

事例のケアマネジ

メント 

 

 

 

家族への支援の視点

や社会資源の活用に向

けた関係機関との連携

が必要な事例を用いて

主任介護支援専門員と

しての実践の振り返り

を行うことにより、実

践上の課題や不足して

いる視点を認識し分析

・家族に対する支援に当たり重要となる関

係機関や地域住民をはじめとする多職種

との連携方法等ネットワークづくりの実

践について、課題や不足している視点を

認識し分析する手法及び改善指導に関す

る講義を行う。 

・関連する他法他制度（難病対策、高齢者

虐待防止、障害者施策、生活困窮者対策、

仕事と介護の両立支援、ヤングケアラー

講義及び演

習６時間 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

する手法を深める。 

また、分析結果を踏

まえた資質向上に必要

な取組と実践における

改善策を講じることが

できる知識・技術を修

得する。 

支援、重層的支援体制整備事業等）の内

容や動向に関する講義を行う。 

・各自が担当している家族への支援の視点

や他法他制度の活用が必要な事例に関す

る主任介護支援専門員としての実践を振

り返り、意見交換等を通じて、課題や不

足している視点を認識し分析する。分析

に必要な根拠を明確にすることにより改

善策を講じ、資質向上に向けた介護支援

専門員に対する指導及び支援を実践する

ことができる知識・技術を修得する。 

・家族への支援の視点や社会資源の活用に

向けた関係機関との連携が必要なケース

を検討するに当たり、インフォーマルサ

ービスも含めた地域の社会資源を活用し

たケアマネジメントの実践において、社

会資源の開発など地域づくりの視点を含

め、課題や不足している視点を認識し分

析する手法及び介護支援専門員に対する

改善指導に関する講義を行う。 

 

 

 

 

 

４ 実施上の留意点 

（１）主任介護支援専門員としての実践の振り返りと指導及び支援の実践に係る科目につ

いて、アセスメントからニーズを把握する過程及びモニタリングでの評価に関する知

識・技術についての講義・演習を行うに当たっては、別途通知する「課題整理総括表」

及び「評価表」等を活用し行うものとする。また、各自の実践方法を共有するととも

に、自らの実践において不足している視点を認識することにより、今後の活用の改善

につながるよう演習を展開するとともに、いずれかの科目において、リハビリテーシ

ョン及び福祉用具の活用に関する事例を用いた演習を行うこと。 

なお、演習を行うに当たっては、受講者が積極的に演習に参加するよう小規模な班

編制により実施することとし、班編制に当たっては保健、医療、福祉の各職種の均衡

に配慮すること。 

（２）主任介護支援専門員としての実践の振り返りと指導及び支援の実践においては、基

本的に各受講者が担当している事例を持ち寄ることとするが、科目に適合する事例を

担当していないことも考えられるため、研修実施機関においては事例を用意しておく

こと。 

（３）「適切なケアマネジメント手法」とは、ニッポン一億総活躍プラン（平成 28 年６月

２日閣議決定）を踏まえ厚生労働省の調査研究事業において、要介護高齢者本人と家

族の生活の継続を支えるために、各職域で培われた知見に基づいて想定される支援を

体系化し、その必要性や具体化を検討するためのアセスメント・モニタリングの項目

を整理したものである。本人が有する疾患に関係なく高齢者の機能と生理を踏まえた

想定される支援内容を整理した「基本ケア」及び疾患に特有な検討の視点又は可能性

が想定される支援内容を整理した「疾患別ケア」により構成される。 

内容欄に「適切なケアマネジメント手法」の記載のある科目については、当該調査



研究事業の成果物等を活用すること。 

（４）講師 

講師については、原則ア及びイのとおりとする。 

なお、相当の知見を有する者とは、 

①国家資格を有する実務経験が長い主任介護支援専門員 

②地域包括支援センターにおいて介護支援専門員に対し相談・支援に従事している者 

③大学教員又は法人内において研修の責任者として指導に従事している者 

④その他上記に準ずるもの 

とする。 

ア 「介護保険制度及び地域包括ケアシステムの動向」の講師については、介護保険

制度について相当の知見を有する者又は都道府県職員を充てること。 

イ 主任介護支援専門員としての実践の振り返りと指導及び支援の実践に係る科目の

講師については、適切なケアマネジメント手法について相当の知見を有する者、相

当の実務経験のある主任介護支援専門員、大学教員又は法人内において研修の責任

者として指導に従事している者を充てること。 

（４）修了評価 

研修の実施に当たっては、各科目における到達目標を達成しているかについて修了

評価を実施すること。 

（５）その他留意点 

ア 当該研修の研修受講地については、原則として介護支援専門員の登録を行ってい

る都道府県とする。なお、受講者がやむを得ない事情により、主任介護支援専門員

更新研修の一部又は全部を受講できなかった場合には、別途実施する主任介護支援

専門員研修の際に当該未受講の課程を受講することとして差し支えない。この場

合、当該受講者から登録地の都道府県に申し出ることにより、他の都道府県で受講

することを認めるなど、都道府県間で連携の上、受講者の便宜を図るものとする。 

イ 当該研修の修了者は、施行規則第１１３条の１８に規定する更新研修を受けた者

とみなされることから、「介護支援専門員更新研修」の受講については免除する。 

また、当該研修の修了者の介護支援専門員証については、原則として、主任介護

支援専門員更新研修修了証明書の有効期間に置き換えて交付するものとするが、置

換を希望しない者については別段の申出により、介護支援専門員証の有効期間を主

任介護支援専門員更新研修修了証明書に置き換えないことが可能である。都道府県

においては、主任介護支援専門員更新研修修了時点等において当該申出の機会を確

保すること。 


